
職員団体等への新年度予算及び組織改正に関する説明会記録 

 

１．日  時：令和８年２月 16 日（月） 18:30～19:29 

２．場  所：健康局大会議室（１号館 21階） 

３．出 席 者： 

 （ 市 ）健康局政策課長、係長、他１名 

（組合）市従衛生支部長、書記長、他２名 

４. 議  題：新年度予算及び組織改正について  

５. 発言内容： 

（市） 日頃から皆さまには、公衆衛生の第一線で市民サービスの向上のためにご精励いた

だいており、心よりお礼申し上げます。衛生支部につきまして、今年度は年度当初よ

り大きな動きがあり、３職種の統合や造園業務の見直しということで非常に変化が

大きかった年だったと思います。現場レベルでは、小さな問題や課題があるのかと思

いますが、私の方まで耳に入ってくるような大きな事故や事件はなく、それにつきま

しては、ひとえに皆様方が責任感を持ち、市民目線で業務にとりかかっていただいて

いることの結果だと思います。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

それでは、予算と組織改正について説明させていただきます。予算・組織改正等は

管理運営事項になっておりますが、所属長等が各部署内で積極的に職員へ説明して

いくこととなっております。本日の市長会見において、新年度当初予算等の概要につ

いて記者発表を実施させていただきました。職員の理解・浸透を図り、一層の市民サ

ービスの向上に繋げていくため、当局から支部に対して、新年度予算の概要について

私から説明させていただきます。 

    まず、令和８年度の予算についてご説明いたします。お手元の「令和８年度健康局

予算説明書」に沿って説明させていただきます。 

  ～新年度予算・組織改正等について別紙に基づき説明～ 

（市） こちらからの説明は以上でございます。ご質問等があればお伺いいたします。 

（組） 市民病院の運営負担金を拡充するとのことで、額が非常に大きいですが、今年度比

でいうとどれくらい増えていますか？ 

（市） 行政的・不採算医療経費にかかる運営費負担金の拡充だけでいうと、約８億円です。

市民病院の運営で 113 億円というのは、もともとの運営費負担金約 60 億円や医療機

器に対する投資等も入っています。 

（組） 昨年度から神戸市も大幅な処遇改善がありましたが、今年度は市民病院機構につい

ては、ベースアップがない状況です。今回の８億円の増が少しでも人件費に充てられ

たらいいと思っています。この課題については、市従本部から行財政局に対しても要

求しているところです。６月に診療報酬の改定があるというところで、機構としては

３年間で黒字にという絵をかいているとのことですが、そこに人件費のベースアッ



プ分が入っているのか分からないですが、人件費がどれくらいあがるのか予測をし

ながら、計画に汲み入れるようにお願いしています。 

（組） 精神保健福祉対策の精神救急体制強化のところで、車と人員をつけているというこ

とですが、市の職員の運転ということですか。 

（市） こちらは、市だけでやっている事業ではなく、兵庫県と一緒にやっている県市協調

事業で、兵庫県と神戸市でお金を出し合って夜の 20 時までは３人体制、20 時以降翌

朝９時までは１人体制になります。車は県がお金を出して車両を確保しており、３人

のうち誰かが運転しています。ただ、20 時以降は１人しかいないため、出ていく訳

にはいかず、電話当番になっています。 

（組） フッ化物洗口については、来年度も実施されるのですね。今年度は配付の時に健康

局の職員にも動員がかかったかと思いますが、来年度も同様でしょうか。 

（市） 来年度は配付数が倍になるので、今年と同じやり方でという訳にはいかないと思っ

ています。今年度は、初年度ということもあって、何かあったら責任をとれるように

局の職員にお願いしたのと、なるべく教員に負担をかけないようにということで、皆

様方にはご負担をおかけしたかと思います。学校によっては、担任や養護教諭から渡

すこともできると言ってくれる学校もあるようですので、学校でどこまでやってく

れるかと、外部人材いわゆる派遣職員の予算も確保していますので、配布方法につい

ては、検討していきたいと思います。 

（組） 20 ページの斎園費のところですが、これは今年と額は変わっていないですか。 

（市） 正確な数字を持ち合わせていませんが、(3)(4)の墓園・斎場の改修は多少増減があ

ると思います。 

（組） エンディングプラン・サポートは変わっていませんか。 

（市） 変わっていないと思います。令和６年度の契約件数が９件、令和７年度の契約件数

が１月時点で９件です。契約までは至っていない、相談件数はもっとあります。昨年

10 月から所得要件を撤廃したので、相談件数や契約件数は増えてきている状況です。

財政当局からは、当事業を社会福祉協議会に移管するよういわれていますので、R8

年 10 月を目標に福祉局と調整していく予定です。 

（組） 斎場の炉のメンテナンス業者に関して、炉や火葬炉のダンパーの改修等、今年度に

対応できていない工事があるので、今年度の予算で直しきれてない部分は、来年度に

繰り越されると思いますが、よろしくお願いします。 

（市） 以上で終了とさせていただきます。 

 


